
第３回環境社会配慮審査会 

日時 平成18年 5月 8日（月）15：00 ～ 17：30 

場所 JICA本部11階テレビ会議室、JICA兵庫テレビ会議室 

 

◇出席委員   （敬称省略） 

臨時委員    濱崎 竜英   大阪産業大学 人間環境学部都市環境学科 講師 

臨時委員    原嶋 洋平   拓殖大学 国際開発学部 助教授 

副委員長    平野 宏子   東京都水道局 練馬東営業所長 

委員      平山 義康   大東文化大学 環境創造学部 教授 

委員（幹事）  松本 悟    特定非営利活動法人メコン・ウォッチ 代表理事 

委員（幹事）  満田 夏花   財団法人地球・人間環境フォーラム企画調査部 研究主任 

委員      中谷 誠治   財団法人亜熱帯総合研究所研究部 主任研究員 

委員      夏原 由博   大阪府立大学大学院 生命環境科学研究科 助教授 

委員長     村山 武彦   早稲田大学 理工学部複合領域 教授 

委員      田中 章    武蔵工業大学 環境情報学部環境情報学科 助教授 

副委員長    田中 奈美   神戸芸術工科大学 デザイン学部 環境・建築デザイン学科 助教授 

委員      柳 憲一郎   明治大学法科大学院 法務研究科 教授       

◇欠席委員 

委員      遠藤 博之   株式会社遺棄化学兵器処理機構 代表取締役社長 

委員      川村 暁雄   神戸女学院大学 文学部総合文化学科 助教授 

委員      和田 重太   和田・永嶋法律事務所 弁護士 

臨時委員    渡辺 邦夫   埼玉大学 地圏科学研究センター 教授 

委員      作本 直行   日本貿易振興機構アジア経済研究所 開発研究センター次長 

◇事務局 

米田 博    独立行政法人国際協力機構 企画・調整部次長 兼 

        ジェンダー・環境社会配慮審査グループ長 

渡辺 泰介   独立行政法人国際協力機構 企画・調整部 ジェンダー・ 

環境社会配慮審査グループ 環境社会配慮審査チーム長 
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比嘉 勇也   独立行政法人国際協力機構 企画・調整部 ジェンダー・ 

環境社会配慮審査グループ 環境社会配慮審査チーム 

村瀬 憲昭   独立行政法人国際協力機構 企画・調整部 ジェンダー・ 

環境社会配慮審査グループ 環境社会配慮審査チーム 

◇委員・事務局以外の発言者 

        永田 謙二   独立行政法人国際協力機構 国際協力専門員 

        坂田 章吉   独立行政法人国際協力機構 地球環境部 

        塩野 広司   独立行政法人国際協力機構 地球環境部 

        益田 信一   独立行政法人国際協力機構 地球環境部 

 

◇◇◇  ◇◇◇   ◇◇◇   ◇◇◇   ◇◇◇   ◇◇◇   ◇◇◇  ◇◇ 

 

〇村山委員長  それでは、時間になりましたので、審査会を始めさせていただきたいと思います。 

  今日、大きな議題は１つです。「インドネシア国バリ州水資源開発・管理計画調査」に対する答

申案のまとめということになります。ご担当の委員の方々には事前にご検討いただいております

が、きょう、答申案の内容を大体固めることを考えておりますので、最初に、事務局の渡辺さん

から、現時点での答申案について、簡単にご紹介をお願いしたいと思います。 

〇渡辺（泰）  資料ですけれども、ＡＣ．３－２、また、本日いただいた満田委員からの追加答

申案についてのメモを配付資料としております。 

  ＡＣ．３－２ですけれども、ローマ数字Ⅰの「答申（案）」のところは、前回の議論を踏まえま

して、事務局で、大体こんな感じだろうということで答申案の文章にしております。前回、答申

の文章としてどうするというご議論は余りありませんでしたので、この点について、委員の皆さ

んからコメントをいただければと考えております。その点が１番から４番まででございます。 

 ５番と６番は、コメントをある程度スライドして答申にしております。 

 ７番につきましては、今後調査すべき事項ということで、いただいたコメントをまとめさせてい

ただいております。 

  ８番、９番につきましては、記載の仕方についてのコメントがございましたので、追記すべき

点を８番に、書き方を見直すべきという点を９番にまとめております。 

 そのほか、いただいた委員のコメントで、答申案の形にしにくかったもの、また、前回議論され

ていないものをローマ数字のⅡ番の「委員からのコメント」にまとめております。 

〇村山委員長  ありがとうございました。 
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  それでは、今ご紹介いただいた答申案をベースにご議論いただきたいと思いますが、別の資料

の中で、質問事項に対しても回答いただいていますので、この点も含めてお願いしたいと思いま

す。 

  まず今日、ご担当の方がいらっしゃるかどうかわかりませんが、もし追加の質問があればお出

しいただいて、その後、答申案という形にしたいと思います。いかがでしょうか。質問について

はよろしいでしょうか。 

〇濱崎委員  ＡＣ．２－２の（50）番のＢＯＤに関する私の質問事項の回答を受け取っているの

ですが、「ＢＯＤが多い場合でも、処理代がかかりますが、水道水として使っております。」とい

う回答があるわけですね。サポーティングレポートのアペンディックスのイに何が書いてあるか

というと、インドネシアの環境基準が書いてあって、そこのところのクラス１というところに水

道として使える基準が書いてあるわけです。それはＢＯＤが２以下になっているわけですね。今

回の調査の中で、他の河川もそうなのですが、アユンダム周辺はほとんどすべてＢＯＤが２を超

えているわけです。そういう河川を、お金はかかるけれども、水道水源として使えるという表現

で済ませていいのか、それを優先していいのかということがあるのですね。クラス２以下になる

わけですから、もともと水源として利用してはいけない。そこには、水道水源として使うべき水

ではないという趣旨の基準が書かれているわけです。アユンダム周辺にしても、表流水に関して

はクラス１ではないわけですね。それを優先します、ＢＯＤが高いから処理代はかかるけれども、

現状は水道水として使っていますよと。大抵使うはずなのですね。でも、それを優先して、推薦

する形をとっていいのかということがあるのですね。日本でも環境基準があって、河川ではＡＡ

やＡといった基準がありますし、湖沼でも海域でもあるのですが、コンサルタントの方は、そう

いうことの理解が本当にあるのかどうか。この質問は２度目なのですね。でも、同じような回答

が出てくるので、ちょっと問題かなと。今回の答申案にはそのことについて書かれていませんけ

れども、答申案の中に、水質基準を上回るＢＯＤ値であると記述すべきだろうと私は考えており

ます。 

〇村山委員長  今の点ですが、回答書の（50）番に関して、追加のご回答、あるいはコメントが

ございますでしょうか。 

〇永田  確かに、コンサルタントのこの回答は不適切であると思います。書き直す必要があるか

とは思うのですけれども、ＢＯＤ値が高いところを使わざるを得ないというところがあるかと思

います。今、バリで使っている水道水源の中に、デンパサール市をずっと流れて、下水などが一

緒になって最下流端まで流れてきた水を河口でためて、それを浄水して観光地の上水道として配

水している例があるために、こういう当然だみたいな形の書き方がなされているのではないか。

ちょっとかばいますと、そういうことだったのではないかと思います。そういう意味で、他にい

い水源がないということが、ここに書いている趣旨ではないかなと思います。 

〇濱崎委員  今の発言もちょっと驚くのですけれども、実際にＢＯＤ値が高いところを水道水源

として使っているからいいのだ、もしくは他にいい水がないからしようがないのだというのもち
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ょっと違うのではないかなと思うのですね。なぜかというと、まず、新しい水源を探そうという

のに、インドネシアの基準を超える水道水源しか選べられないこと、その選択をアユンダムにす

ることは、前提がおかしいのではないかなということになるわけですね。いろいろな水質項目が

ありますけれども、ＢＯＤの２という基準があるわけですから、地下水を探すとか、それを下回

るものを探すのが大前提ではないのかなと思うのですね。ほかにないという発言を聞くと、先方

の要望がここにあって、それに基づいて調査されたというご発言をされたかと思いますが、それ

を裏づけるような内容になってしまうのではないかなと私は思います。 

〇永田  先にダムありきでやっていたということではなくて、地下水についてもレポートの中で

検討していますし、表流水をどこかからもってくるという案も代替案として一緒に検討していま

すが、濱崎先生がおっしゃるように、２以下でないと水源としては使わないと限ったときに、い

ろいろなオプションが出にくかったのではないだろうかと私は思っています。基準で２以下と決

まっているわけですけれども、それに限ってしまったら選択肢が非常に狭められてしまうことか

ら、２以上のものも含めて検討したということだったのではないかと考えています。 

〇村山委員長  委員の意見も含まれた質問になっていますので、最終的に合意に至るかどうかは

ちょっとわからないのですが、事実関係として、水道水源の基準である ２ppmを超えているかど

うかということについて確認したいのです。といいますのは、（50）番の質問に対する回答の中で、

測定結果を修正しますという文言が書かれているのですね。これはもしかすると、実際は２を下

回っているのかなという気もしたのですが、そのあたりは今おわかりになりますか。 

〇永田  ちょっとわからないですね。 

〇村山委員長  では、現状、今のようなご回答ですので、それを踏まえて、答申案を検討してい

ただくという形でお願いしたいと思います。よろしいでしょうか。 

〇濱崎委員  わかりました。 

〇村山委員長  ほかにいかがでしょうか。 

〇満田委員  アユンダムの規模は、前回インテリムでご説明を受けたときは 110メートルだった

のが、こちらをみると66メートルと小さくなっている理由と、何か検討した経緯があって規模を

縮小したのであれば、それについてもＤＦＲに盛り込むべきではなかろうかというコメントを前

回させていただきましたが、その経緯について教えてください。 

〇永田  天端というのはダムの一番上ですが、実際の天端の標高はほとんど変わっておりません。

河床の一番下の基礎からダムの天端までの高さをダムの高さとしまして、マスタープランでは 

111メートルになっています。Ｆ／Ｓのときに、一番下まで掘る河床の部分が非常に狭かったため

に、そこのところを……。極端なかき方をしますと、河床はこのような形をしていまして、ここ

からここまでの高さをダムの高さとしていたのですけれども、Ｆ／Ｓのときに、この部分、基礎

をコンクリートで置換するという工法を取り入れまして、基礎はもともとここだったのが、コン

クリートで基礎を置きかえたために、結果的にここが基礎になって、みかけ上、ダム高が下がっ

ているだけで、結果的には同じものであるとご理解いただければいいかと思います。 
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〇満田委員  わかりました。ありがとうございます。 

〇村山委員長  そのほか、いかがでしょうか。 

   それでは、「答申（案）」の具体的な文案についてご検討いただきたいと思います。２ページ分

については通常の形の答申案ですが、まず、１ページ目の１から７あたりについて、こういった

文言でいいかどうか、あるいは追加・削除等ありましたら、コメント・ご意見をいただきたいと

思います。 

〇原嶋委員  この案件は、２月の下旬に、要約報告書という形でこの会に諮っていただいて、私

どもがいろいろ意見を申し上げさせていただいて、それを反映していただいている部分は確かに

あるのですね。その段階でも、代替案の検討というところが議論が多かったところでございます。

それを反映していただいた部分があることは事実なのですけれども、さらに２ヵ月ほどたって、

こういう形でファイナルレポートをいただいているにもかかわらず、代替案の検討については、

今の濱崎先生のご意見もありますし、きょう欠席されている和田先生のご意見もありますし、多

くの方が合意できないという部分が残っていますので、答申案の段階で、従来どおり、報告書の

どこどこのページが云々という議論も当然必要だと思いますが、代替案の検討について、まだ十

分に合意できにくいことを答申案に何らかの形で反映していただくことをその前に考えていただ

きたいと思います。 

〇村山委員長  今の点は、きょうの資料の２つ目の項目の中で触れられている点だと私は理解し

ております。この点については、従来の答申の形式になじまないというご意見もありますが、特

に和田委員からご指摘いただいた文面については、こういった文をかなり生かすような形で答申

の中に盛り込んではどうかということもちょっと考えています。それを先にやりますか。その後

に個別の話をした方が、委員の方々もすっきりするような気がしますので、先にそれをやりまし

ょう。 

  ３ページの「委員からのコメント」の（３）番について、和田委員からご指摘いただいている

ダムの事業の必要性の話、今、原嶋委員からご指摘いただいた代替案に関するご指摘あたりが前

提になると思いますが、この点について、どういった扱いがいいか、何かご意見等ございました

らお願いいたします。 

〇満田委員  この和田委員のコメントなのですが、実は、４月の上旬、和田委員が最初にお書き

になったオリジナルのコメントがございまして、それは非常によくまとまっているのではないか

と私は思っています。ここに書かれている（３）の部分は、オリジナルのコメントに書かれてい

るものの一部分で、電力需要予測が十分ではないという理由を抜粋しているわけですね。もとも

とのコメントのメインの部分は、「本ＤＦＲにおいては、アユン多目的ダム事業を前提とする中央

給水システム及びそれを含むバリ南部地域都市給水計画はフィージブルとの結論が出されている

が、云々かんぬん等々の理由でガイドラインの要件を満たさない可能性がある。この点につき強

い懸念を表明するとともに、（１）から（６）で指摘する諸点について、さらに検討することを要

求したい」といったことです。検討できるのは検討するにしても、和田委員の書かれている「強
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い懸念を表明する」というところは非常に重要ではなかろうかと思いまして、ぜひこのコメント

を残して、総論に係る個別の議論ではなくて、総合的な評価ということで、答申案の最初にもっ

てくるのが適当ではないかと思いました。 

〇村山委員長  今のようなご意見ですが、ほかの委員、ご担当の委員の方々、いかがでしょうか。

きょう、ご用意いただいている資料というよりは、４月の上旬に出されたオリジナルのコメント

を生かす形で前文に加えるというご意見です。 

〇原嶋委員  １つ、事実関係だけお聞きしたいのですけれども、代替案の検討については、環境

社会配慮という側面だけではない部分がたくさんあると思うのです。国内支援委員会とか、従来

のＪＩＣＡさんの意思決定の中で、アユンダムを優先プロジェクトとすることの判断について、

どういう議論をされたのか。これは、２月の段階での要約報告書を改定された今回のファイナル

レポートで議論はおおむね終わってらっしゃるのでしょうか。その本筋での意思決定はどうなっ

ているか、ちょっとお聞きしたいのです。 

〇益田  国内支援委員会については、今週か来週に開催予定でして、そこの場で、アユンダムの

Ｆ／Ｓの結果についての議論をする予定です。ただ、いろいろ検討の結果、アユンダムでいくこ

とのほかにオプションはないだろうということについては、マスタープランができ上がったとこ

ろで議論しておりまして、コンサルタントの説明を受けて、オプションの中でこれが一番いける

のではないかというお話をしております。 

〇村山委員長  よろしいですか。 

〇原嶋委員  はい。 

〇村山委員長  今のお話を伺うと、代替案については検討されたという理解でよろしいですね。 

〇益田  はい。 

〇村山委員長  わかりました。そういったご意見を受けた上で、和田委員のオリジナルのコメン

トを生かす形で前文に加えるという方向が出ておりますが、いかがでしょうか。 

  もし特にご異論がなければ、そういった形で進めたいと思いますが……。 

〇渡辺（泰）  今、お話のありました和田委員のオリジナルコメントの前段の部分なのですけれ

ども、そこのところで、「環境社会配慮が確保できないと判断する場合」というガイドライン引用

がされております。この点についてなのですけれども、１つは、案件検討の段階でのガイドライ

ンが記載の部分を引用されているということと、ガイドラインの別紙の相手国政府に求める環境

社会配慮の要件のところを引用されて、開発ニーズの把握が過大な場合などを挙げておられるの

ですが、少なくとも、本件のような場合について、環境社会配慮が確保できないと判断する場合

には当たらないのではないかと考えております。そういう意味では、代替案としてどうかという

ことは別にしても、ガイドラインの「環境社会配慮が確保できないと判断する場合」を引用して

いただくのは不適切かなと考えております。 

〇村山委員長  今のご発言について確認したいのですが、引用の箇所がおかしいということがあ

るのでしょうか。プロセスの中で引用すべき点、箇所が違うということが１つありますか。 



 6

〇渡辺（泰）  引用が不適切な箇所があるというのは理由です。ということで、ガイドラインで

いう「環境社会配慮が確保できないと判断する場合」に当たるのだという答申をいただくのは、

ガイドラインの理解からしても不適切なのではないかという考えです。 

〇村山委員長  わかりました。実態として、ガイドラインを適用できるかどうかという話と、プ

ロセスの中で不適切な引用をしているという話はちょっと違うような気がします。引用の箇所が

おかしいということであれば、それは削除するなり修正した方がいいと思うのですね。そういっ

た修正が入ることを前提にして、基本的には、和田委員の文案を前文として加えるという形で進

めたいと思いますが、そういう方向でよろしいでしょうか。 

  特にご異論がないようですので、具体的な文案については、担当の委員の方々でご検討いただく

ことになると思いますが、基本的には、前文として答申の中に加えるという方向で進めたいと思

います。 

〇塩野  以前いただきました和田委員のコメントに関しては、コンサルタントから何度かご説明

させていただいております。大きく分けて、需要予測が過大である点、下位予測がされていない

点、ＣＤＭが便益に含まれるかどうかといった点について、こちらとしては個々にご説明させて

いただいて、先生方にはある程度わかっていただいていると理解しているつもりでおります。ま

た、例えばＣＤＭに関しては、便益から落とすようなことも検討しておりますし、需要予測に関

しても、先般、田中委員からご指摘いただいたとおり、まだ過大な可能性もあるので、数年間、

需要予測をみつつモニタリングしていくということで、Recommendationに入れることをこちらも

考えておりまして、今のままで答申に入れていただくにはちょっと過大ではないかと考えており

ます。 

〇村山委員長  ありがとうございます。そういったご意見をいただくのは大変ありがたく思いま

す。それでこそ、この審査会をやっている意味があると思っておりますが、ただ、私自身の理解

では、あくまで諮問の段階でいただいた資料をもとにして答申を出していくのが本筋ではないか

と思っております。そういった理解をしていただいた上で、実際のプロジェクトを進めていただ

くのは大変ありがたく思うのですが、ただ、ドラフトファイナルレポートに対する諮問・答申で

すので、その点についてはぜひご理解いただいた上で、こちらの意見としても受けていただけれ

ばと考えています。これは私個人の考えなのですが、ほかの委員の方々、何かご意見がありまし

たらお願いしたいと思います。 

〇満田委員  いろいろご説明いただきましたが、和田委員がここまで強い形で「強い懸念を表明

する」という表現をなさっていることは非常に重要だと私は思っております。ただし、「ガイドラ

インの要件を満たさない可能性がある。」云々かんぬんについては、先ほど渡辺さんからご説明い

ただいたように、もう少し検討する余地はあると思うのですが、少なくとも、代替案の検討や事

業ニーズの把握といった側面で、ドラフトファイナルレポートでの検討について、審査会が強い

懸念をもったことは事実でございまして、和田委員だけではなくて、審査会として、その懸念は

共有していると思っています。「ガイドラインの要件を満たさない可能性がある。」という表現に
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ついては、和田委員も交えて議論したいと思うのですが、代替案及び事業ニーズの把握という面

で懸念を表明するというのはしっかりと書いておいた方がいいのではなかろうかと考えています。 

〇村山委員長  ほかにご意見がございますか。 

〇坂田  これまでの調査の中で、こういったご指摘があったのですけれども、先ほど申し上げま

したように、個々の部分について、ご説明申し上げてきているところなのですね。今の段階でレ

ポートに全部盛り込んであれば一番よかったと思うのですけれども、時間的な都合もあって、ま

だ完全でないところがあります。今まさにやっている部分もありますので、今やっている部分に

ついて、さらに和田委員にご説明申し上げて、ご理解いただければと考えております。こういっ

た可能性があるということで懸念ということになってしまうと、Ｆ／Ｓレポートとして出すとい

うこともありますので、レポート自体の存在という問題にもなりますので、そのあたりはちょっ

と時間をいただいて、さらにご説明するところはしたいと考えているところです。 

〇村山委員長  わかりました。時間が必要だということだと思いますが、時間的な余裕はござい

ますか。 

〇渡辺（泰）  これからインドネシア側にドラフトファイナルレポートを説明する段階ですので、

ファイナルレポートまでは少し時間があると聞いております。時間を、というよりは、コメント

を出されたのは和田委員ですので、どういう答申が必要かというお話を個別にさせていただくよ

うな進め方にさせていただきたいと思います。 

〇村山委員長  わかりました。それでは、地球環境部から和田委員にご説明していただく機会を

もっていただいた上で、私からもきょうの議論の様子をお伝えします。その上でご担当の委員の

方々でまたご検討いただいて、なお必要であるということであれば、前文に入れるという形で文

案を検討したい。もし必要ないということであれば、それはまた別の話になりますが、そういっ

たプロセスでよろしいでしょうか。 

〇原嶋委員  先ほどお聞きしたところ、国内支援委員会が近々あるということですので、そうい

う場でも、こういうところで出た意見を少し議論していただいて、その結果をこちらの会にフィ

ードバックしていただくことはできないでしょうか。両方、いろいろな意思決定プロセスがあっ

て、それはそれでいいと思うのですけれども、どこかの段階でクロスするとか、一つの意思決定

にもっていくというところが必要だと思います。この案件は、ダムということで非常にセンシテ

ィブな問題でありますし、いろいろ意見が出ているところですので、こういったところで出た意

見を一度議論していただいて、その結果をフィードバックしていただくことをしていただければ

ありがたいと思っています。 

〇濱崎委員  どこにあったか忘れましたけれども、Ｆ／Ｓの評価の表があったかと思うのですね。

環境社会配慮という側面から考えれば、ダム建設は影響が大きいのは当然のことだろうと思いま

すし、そのように書かれていたのはわかります。もしそれに加えて、同じように経済面での評価

もされて、環境社会配慮の影響の差とコストの部分の差が余りにも極端に……。環境社会配慮で、

アユンダム建設のものと、表流水、地下水を合わせたものの差はそれほどない。アユンダムの方
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が点数が若干低いのですけれども、それも若干なのですね。コストの方は極端に差をつけている

わけですね。そういう評価もいかがなものかなと思いますし、私、前にもコメントで書いたので

すが、日本では地下水は、現場で買うと１トン当たり20円から30円なのですね。ダムは 150円な

のですね。コンサルタントの方も、そんなことは当然ご存じだろうと思うのですけれども、それ

はダム建設がはね返ってきているわけですね。ひょっとしたら需要予測を見誤っているところも

あって、日本ではダムから高い水を買っている。要するに、ダムの水を使わなければならないの

で、地下水を細々と使っている中小自治体は、大きな圧力のもとに、地下水をとめて、高いダム

の水を買わされているというのが現状なのですね。それが結局、納税者、市民にはね返ってきて

いるわけです。インドネシアのコストは、土地代などの関係で、それほどの差はないにしたとし

ても、本当にあれほど差が出るのかということと、それは計画年の二千二十何年かにある一定の

量をとるための計画なのですね。そうなると、当然ダムの方が有利なのです。もし計画が半分も

しくは４分の１になった、もしくは計画年に達するまでの途中の状況を考えたら、表流水でもそ

うなのですが、地下水の方が少しずつ手当てできるわけですね。 

〇村山委員長  濱崎委員、ご意見をいただくのはありがたいのですが、どういった形でそれを反

映させるかというのをまずいっていただいて……。 

〇濱崎委員  ですから、できれば評価の見直しを……。なぜかというと、何回質問しても、そこ

については何の回答もないので、今回、ちょっといわさせてもらっているのです。回答がないの

ですよ。今回もなかったし、その前もないので、ちょっといわさせてもらっているのです。そこ

について、なぜきちんと回答してくれないのかなと思っているので、ぜひ回答してもらいたいな

と思っております。 

〇村山委員長  わかりました。今のようなご意見も踏まえて、いかがでしょうか。今後の対応と

して、先ほど、国内支援委員会の議論の結果をこちらにフィードバックしていただきたいという

お話もあったのですが、そういった形で、もう一回議論する機会をいただくということでよろし

いでしょうか。 

〇益田  国内支援委員会の議論の結果をこちらにフィードバックすることはもちろんできると思

います。また、基本的には、バリの公共事業局の事業として計画をつくっていまして、共同事業

として調査をやっていますから、こういう議論があったということを先方に伝えて、その上で彼

らの考え方も聞いて、こちらに……。国内支援委員会の議論とバリとの協議の結果をこちらにフ

ィードバックすることはできると思いますけれども、渡辺さん、どのような形でフィードバック

すればよろしいですかね。 

〇渡辺（泰）  国内支援委員会とのタイミングの関係で、基本的には、国内支援委員会の議論の

結果を、メールまたは審査会の場でお伝えするというやり方でよろしいでしょうか。 

〇原嶋委員  そのときに１つ重要なのは、環境社会配慮審査会でこういう議論があったというこ

とを伝えていただくということですね。 

〇永田  今、濱崎委員から、代替案の説明がなされていないというお話がありましたけれども、
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幾つか説明したつもりなのですね。例えば、地下水が高くなって、ダムが結果的に安くなってい

る理由は前にもご説明しました。ある地点で地下水をとった場合は、当然地下水の方が安いので

すけれども、デンパサールの中心地まで水を輸送するコストが地下水開発のトータルの事業費を

高くしている。ダムについては、和田先生が書かれていますけれども、多目的事業となってアロ

ケーションが行われているがゆえに、結果的に水開発というところでは安くなっているとご説明

したのですけれども、それだと説明にはなっていないのでしょうか。 

〇村山委員長  濱崎委員、いかがでしょうか。 

〇濱崎委員  私としては、やはり納得できません。私は、地下水は絶対だとは思っていませんし、

ダムは絶対だめだとも全然思ってはいないのですが、水利組合の話も一番最初の９月のインテリ

ムのときに出たかと思うのです。私、今回のコメントの中でもそれに少し触れたのですが、それ

について、今回も回答がなかったわけですね。新しい水資源開発ということを考えれば、水利組

合から水を少しずつ分配していくことも安くつくはずなのですね。本来、そういうことも代替案

の中に組み込んでいく必要があるのですけれども、その前提として、水利組合からの水のあれは

入れないということになったりもしているわけですね。そういう意味で、ダムコストが極端に安

くみえるようにしている。また、多目的ダムにすることによって、本来のダム建設費の数十％程

度が今回の評価のコストの対象となっているということで、それは本来の建設コストではないわ

けですね。もしそれが妥当であるということであれば、その評価のところにきちんと注意書きを

入れていくべきではないのかなとも思うわけですね。ということで、私としては、まだ納得でき

ている段階ではありません。 

〇村山委員長  わかりました。個別の議論は個別にやっていただく方が効率的な部分もあるかと

思います。幾つか積み残しが出てきてしまいますけれども、できる限り次の審査会には持ち越さ

ない形で、メールでやれる部分はメールでお願いしたいと思っています。その上で、なお審査会

で議論する必要ありということであれば、５月22日の次回の審査会の中でやる必要が出てくるか

もしれません。そのあたりについては決めかねるところがあると思いますので、地球環境部と和

田委員とでご議論いただいた上で、国内支援委員会の議論についてもフィードバックしていただ

いて、担当委員の方々で協議していただいた結果をまた検討させていただきたいと思います。よ

ろしいでしょうか。 

  最初に戻っていただいて、具体的な答申の文案について、きょう、できるだけ詰められるとこ

ろは詰めたいと思っているのですが、きょういただいた資料では、１から９まで整理していただ

いています。これについて、議論がまだ残ってしまっていますので、最終的に詰められない部分

がありますが、きょうの時点で、こういった文面でいいかどうか、確定できる部分については確

定しておきたいと思います。 

  まず、１ページ目の１から６までについてはいかがでしょうか。大体こんな形でよろしいです

か。満田委員、いかがでしょうか。 

〇満田委員  実は、きょう来て初めてみて、準備不足なので、我々が出したコメントと比較して
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いないので、すぐにぱっと違いがわからないのですが、プロジェクトのベネフィットとネガティ

ブインパクトについて評価している章があって、そこについて、前回、和田委員と私が、ベネフ

ィットに関して、不適切なことまで含めて書き入れられていて、ネガティブインパクトに関して

は、かなり重要な部分が抜け落ちてしまっているという趣旨のコメントをしたのですね。それは、

この「答申（案）」では５番に当たるのでしょうか。 

〇渡辺（泰）  そうですね。 

〇満田委員  私たちのコメントの趣旨は、プラスとマイナス、双方について書き直してほしいと

いうことで、かなり具体的にそれを列記していたつもりです。そこら辺はぜひ落とさずに……。

事務局が整理してくださったのかもしれないのですが、恐らく７番や８番などに書かれているも

のとダブっていると思うのです。事業のプラス・マイナスの効果について、過不足なく書くとい

うことで書いたので、それを一つの要求事項として整理していただきたいなと思っているのです。

まとまりがなくて済みません。 

〇村山委員長  今の点について、事務局はどういう理解でいらっしゃいますか。 

〇渡辺（泰）  プロジェクトのベネフィットについて、違うのではないかというご指摘のあった

点、２点は５番に入れています。つまり、集水域の保護地域の設定とダム湖における魚の導入に

ついてです。 

  ネガティブインパクトについてですけれども、実際に報告書にさらに書こうとすると、ちょっ

と情報不足というところがありますので、基本的には、満田委員からいただいていたコメントの

ほとんどは７番のところに入っています。例えば、７番の１）の「ダム建設に伴う現存生態系の

消失・変化」は、環境に関する事業の負の影響について記すべきであるというコメントを入れて

いるものです。 

  また、項目がないものがあるということで、項目を立てて記載を行うという点を６番に入れて

います。 

〇村山委員長  という整理だということですが、今すぐにご意見をいただけますか。 

〇満田委員  私が出したコメントの対応箇所は、ＤＦＲのパートⅡの Chapter９に当たるところ

だったのですね。事業の正負の効果について書かれているのですが、ＥＩＡとしての章が別個あ

って、そこについてももちろんきちんと書いていただきたいのですが、選定された事業の評価た

る章の……。たとえ十分な検討ができなかったとしても、このＤＦＲでは、負の効果と考え得る

ような項目についてはきちんと書いていただきたい。土地取得問題、ヒューマンセツルメント、

お寺の移動、聖なる泉の移動、ポテンシャルコンフリクトなどが今挙がっているわけですが、例

えば、当然考え得る下流域への影響、湛水に伴う生態系の物理的な改変、海岸がどうなるといっ

た自然環境面での影響が落ちてしまっているような気がするのです。答申の中にも、これこれに

ついて、事業の正負の効果を記載することといった形でコメントを残していただきたいと思いま

す。 

〇村山委員長  ということは、項目を追加した方がいいということですね。 
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〇満田委員  そうですね。 

〇村山委員長  審査会の委員からの答申ですので、追加は全然構わないと私は思っております。

あくまで委員の方々の合意の上でですけれども、不足しているものは追加していくべきだと思いま

す。では、具体的に文案を作成していただけますか。 

〇満田委員  はい。 

〇村山委員長  お願いします。 

 そのほか、いかがでしょうか。１ページだけといわず、ここに１から９まで整理されています。 

〇原嶋委員  １つお聞きしたいのですけれども、７番に関連して、この案件でＡＭＤＡＬ調査が

先方で既に行われていて、資料として、それを使われているのですが、今後、インドネシア側で

調査されるタイミングについて、どのように想定されているのでしょうか。それが１点。 

 もう一点は、非常に子細なことですけれども、７番の５）の「Construction Phaseにおける、」の

次の「飯場」という言葉は余り適切ではないと思いますので、適当な言葉にかえられた方がいい

です。 

 その２点です。 

〇村山委員長  これはもともとどういう表現だったかおわかりになりますか。 

〇渡辺（泰）  もともとの表現そのままですね。 

〇村山委員長  では、これはちょっと検討していただきたいと思います。 

 最初のご質問に関して、何かコメントがございますか。 

〇永田  ＡＭＤＡＬについては、ファイナンスがきちんと整備されて、事業が実施される段階に

なって、ＤＤが行われるときにやられるのではないかなと思います。そういうタイミングだと思

うのです。 

〇原嶋委員  私の記憶では、ＡＭＤＡＬは一応終わっているのですよね。ＡＭＤＡＬの質がいい

か悪いかという問題はあるのですけれども、前に調査団の方が、ＡＭＤＡＬはもう既に終わって

いるとおっしゃって、それを使う使わないということで議論があったのです。７番のところで、

今後、インドネシア側に調査をするようにRecommendationするという趣旨のことが書いてあるの

ですけれども、インドネシア側でする機会がなければ、Recommendationしても意味がないので、

インドネシア側の制度の中で、それがどういうタイミングで来ることを想定されているのか。結

論からいってしまうと、ＥＩＡが終わっているということであれば、インドネシア側はもしかし

たらやらないかもしれないわけです。インドネシアにこういうRecommendationをしてもやらない

わけですよね。そうでなければ、ＪＩＣＡ、あるいはＪＩＣＡの委託を受けた調査団がそれをフ

ォローするのか、７番はどう確保されるのか、私にはちょっと理解できないのです。 

〇永田  今回、Ｆ／ＳのＡＭＤＡＬということで、インドネシア政府の方で審査されたことにな

っているということは、このＦ／Ｓが認められたというか、ＡＭＤＡＬとして承認されたことに

なるかと思いますので、次のタイミングということになると、今度は実施の段階になってくるの

ではないかなと思うのですね。いわゆるＤＤの段階になってくるのではないかなと思うのです。
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違いますか。 

〇渡辺（泰）  以前、調査団から、審査会の場であったか、ほかであったか、ちょっと忘れてし

まったのですが、インドネシア側で以前、ＡＭＤＡＬをやっていて、１つは、そのＡＭＤＡＬの

効力が何年かすると切れてしまうということ、もう１つは、今回の調査の中で、実際のダム事業

の内容が以前やったＡＭＤＡＬとイコールではないということで、インドネシア側でもう一回、

ＡＭＤＡＬをやり直す必要があるだろうと聞いた記憶がありますので、地球環境部の方でご確認

いただければと思います。 

〇永田  私の説明がちょっと間違っていたかと思います。私、今回のプロジェクトの中で、イン

ドネシア政府のプロセスであるＡＭＤＡＬがなされて、ＡＭＤＡＬ委員会がこれを承認したと思

っていたのですけれども、そうではなくて、これから今回の環境調査をＡＭＤＡＬ委員会にかけ

て、承認を得るというプロセスになっているということのようです。済みませんでした。 

〇村山委員長  そうしますと、そのプロセスの中で、今回のRecommendationを反映させる機会が

あるという理解でよろしいでしょうか。 

〇永田  少なくとも、今回のRecommendationの中に、こういうことが必要ですということを書き

込むことによって要請はできると思いますし、インドネシア政府の方でやっていただけることを

期待したいと思います。 

〇村山委員長  ということですが、よろしいですか。 

〇原嶋委員  ＡＭＤＡＬの調査が終わっているか終わっていないかということについて、私も、

前の議事録をみないと記憶が定かでないところがあるのですけれども、手続が終わっているよう

な気がしないでもないので、もう一度、その点だけ確認をお願いします。 

〇永田  もう一度、この件に関しては確認します。どうも申しわけありません。 

〇村山委員長  よろしくお願いいたします。そのほか、いかがでしょうか。 

〇満田委員  確かに今ご指摘のように、Recommendationしただけで終わってしまってはこの答申

の意味もないですし、報告書を直すとか直さないといった話であれば調査団に対応していただけ

ると思うのですが、インドネシア政府によるフォローアップという意味では、今の追加でやるべ

き調査の話などは非常に重要な話だと思います。これはＪＩＣＡのフォローアップに当たるもの

ではないかと思います。インドネシア政府のＡＭＤＡＬ審査がどの程度のものか、余りよくわか

らないのですが、十分注意を喚起しない限り、ＪＩＣＡの調査のＥＩＡ部分をパパッと活用して、

そのままさっさとＡＭＤＡＬ手続が終わってしまう可能性はあると思うのですね。ですから、そ

こを、ＪＩＣＡさんとしてフォローアップしていただきたいと思います。もちろん、相手がある

ことなので、それが 100％受け入れられるとは思いませんが、少なくともＡＭＤＡＬの中で追加

調査がなされたか否か、追加調査で何が行われて、どうだったのかといったフォローアップはし

ていただきたいと思っております。 

〇村山委員長  ありがとうございます。今の点は、審査会がどこまで踏み込めるかということも  

少し関連している気がします。審査会としては、あくまでＪＩＣＡから諮問されたものについて
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答申するという形ですので、ＪＩＣＡの事業に関してRecommendationできても、それ以上どこま

で踏み込めるか、私もちょっとはかりかねているところがあるのですが、ただ、フォローアップ

という意味では非常に必要なことだと思いますので、答申案の中というよりは、今後のフォロー

アップという形で、その点はぜひご検討をお願いしたいなと思っております。 

  それでは、議論を戻していただいて、答申案の文言について、ほかにご意見・ご質問等ござい

ますか。 

〇夏原委員  ７番ですけれども、項目が少し整理できていないような印象を受けます。今後調査

すべきだとRecommendationに盛り込むことと、調査ではなくて、分析が不足しているということ

が含まれているのですね。 

 ７番の１）と６）は、内容がかなり重複しているという印象があります。 

 調査すべき項目については７に入れるのですけれども、例えば、３）の「他の保護種、貴重種に

係る影響、評価、緩和策。」は、追加して調査するのではなく、本来、次のファイナルレポートの

中に盛り込むべき内容だと思います。 

〇村山委員長  そうしますと、具体的な表現としてはどのようにすればよろしいでしょうか。 

〇夏原委員  具体的には、まず、１）番、５）番、６）番の中で、Construction Phaseと Post-

Construction Phaseを分けて書くのであれば、１）番をなくして、５）番と６）番にそれぞれ、 

Construction PhaseとPost-Construction Phaseにおける生態系など環境に対する変化の評価と追

加調査について書く。それと同時に、社会への影響の問題について、それぞれ書くことが必要だ

と思います。 Construction PhaseとPost-Construction Phaseに分けないのであれば、環境の問

題と社会の問題を、それぞれ項目をつくって書けばいいと思います。 

   分析項目、特に３）番については、７番に含めるのではなくて、これを６と７の間に入れて、

生態系への影響について、他の保護種、貴重種に係る影響、評価、緩和策を行うことといった項

目を追加すればいいと思います。 

〇村山委員長  そうしますと、７の３）については独立させて、６と７の間に入れるということ

でよろしいですか。 

〇夏原委員  そうです。 

〇村山委員長  １）については、現在の５）と６）にそれぞれ振り分けて表現するということで

よろしいでしょうか。 

〇夏原委員  結構です。 

〇村山委員長  そういう形でご検討いただいてよろしいですか。 

〇渡辺（泰）  はい。 

〇村山委員長  お願いします。 

 そのほか、いかがでしょうか。 

 もしないようでしたら、１から９の文言については、今ご意見がありました点を修正した上で、

ご検討いただくということにしたいと思います。 
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  そのほか、ここに出ていない項目もあるような気がしますが、いかがでしょうか。 

〇満田委員  なるべくこの場で決めてしまわなければけりがつかないわけで、なるべく長くなら

ない方がいいことは確かなのですが、コメントで、ぜひ入れたかったようなものもありますので、

追加するというか、この答申案をもう一度、担当委員の間でレビューするお時間をいただきたい

と思いますが、よろしいでしょうか。 

〇村山委員長  必要であるということであれば、そういう形にしたいと思いますが、ただ、これ

は５月２日ぐらいに皆さんにお回ししているので、ご検討いただく期間は一応置いていたわけで

あります。ですから、基本的にはこれをベースにお考えいただきたいと思っています。 

  ただ、先ほど濱崎委員からお出しいただいたＢＯＤに関する記述等もこの中に入っておりませ

んが、議論を聞く限りでは、含めた方がいいかなとも思いますし、恐らく抜けているものもある

ような気がするのですね。その点については、委員の方々から早急にお出しいただきたいと思い

ます。 

  今日の資料の中で、まだ整理がついていないものもありますので、これの扱いについてもご検

討いただきたいと思います。 

  具体的には、３ページ、４ページにある部分で、（３）の扱いについては先ほどご議論いただき

ましたが、川村委員から出していただいている（15）の社会的弱者に対する配慮の件については

いかがでしょうか。きょう、川村委員はご出席ではないので、判断しかねる部分がありますが、

何かご意見がありましたらお願いいたします。この意見が答申案に含まれていない理由は何かあ

りますか。 

〇渡辺（泰）  この川村先生のコメントについては、前回、たしか調査団から説明があったかと

思いますが、これを消してしまっていいのか、あるいは残すべきなのか、そこまで議論がなかっ

たものですから、とりあえずそのまま残してあるという状況ですので、ほかにコメントがないよ

うでしたら、事務局から川村先生に、答申案として入れるものがあるかどうかを確認させていた

だきたいと思います。 

〇村山委員長  よろしくお願いします。 

  ４ページに行っていただいて、満田委員から出されている（20）番についてはいかがでしょう

か。これは「口頭でご説明します」と書いてあるので、お願いします。 

〇満田委員  これは、前々回ぐらいに出した質問に対するお答えに対するコメントだと思うので

すが、水没する地域の生態系や下流域の生態系に対する影響は軽微だとしている根拠が示されて

いないという趣旨のコメントに対して、植林と水質保全の対策を実施することで、影響をできる

だけ少なくできるというお答えだったもので、それだけでは影響緩和ではないと思うという趣旨

のコメントです。いうまでもなく、植林したから、あるいは水質を保全したからといって、湛水

域の生態系や下流域の生態系の変化をすべて緩和できるものではないので、こういう緩和策を並

べることによって、影響は少ない、軽微であるという表現は不適切だという趣旨のコメントです。

ただ、影響は軽微だという記述は変更されるということなので、これは答申に加えていただかな
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くて結構です。 

〇村山委員長  （20）番については、特に指摘する必要はないということですね。 

〇満田委員  はい。 

〇村山委員長  次も満田委員というか、あと、全部満田委員ですが、（21）番についてはいかがで

しょうか。 

〇満田委員  水が足りなくて、下流の方で、水質汚染が起こっているような川に転流することに

よって、環境面でも正の効果をもたらすといったご説明が調査団から何度もされて、ＤＦＲにも

そのような記述があるわけですが、それは既に決定しているというか、やっていることだという

ご説明もあったと思うのですね。水の転流は、ポジティブインパクトのみならず、生態系の攪乱

など思わぬ効果を必ずもたらしますし、当然水量も変わるわけです。そういった攪乱のインパク

トをきちんと記述しないで、事業の環境的な正の効果のみいうのは非常にミスリーディングだと

考えるので、それはぜひ修正していただきたいと考えています。あるいは、ＤＦＲの中で、調査

こそはできないと思うのですが、水の転流に伴う影響はしっかりと記述されるべきであろうと考

えています。これは答申のどこかに残したいと思います。 

〇村山委員長  というご意見ですが、もし追加のコメント等なければ、要求として含めるという

形にしたいと思います。 

〇永田  転流するもとの川は、最終的には水が減ってしまいますので、そちらにはネガティブな

インパクトがあることは間違いないと思いますので、そういうことは書き足すような形にしたい

と思います。 

  今度、受け取る側の川ですけれども、生態系が形成されていないような、ごみが浮いたような

どぶ川に水を流してきれいにしようという提案でして、そういったところでもそのようなネガテ

ィブインパクトを書くべきなのでしょうか。 

〇満田委員  実際問題、どこからどこに、どのような形で、どの程度の水を転流するのかという

ことがわからないと、インパクトといわれても記述しづらいかもしれないのですが、もしそうい

ったことが今おわかりであるのであれば、それに伴うインパクトは……。今ご説明のようなどぶ

川に水を導入したらどうなのだということに即回答できるほどの知識は私もないのですが、ただ、

原則、水を移動させれば、それに伴って必ず何かが起こるはずなのですね。非常に漠とした言い

方で恐縮なのですが、例えば、もともとアユン川にいて、ほかの川にはいなかった水生生物が移

動してしまうといったことは容易に想像がつくと思いますので、そこら辺は一般論でもお書きに

なるべきなのではなかろうかと思います。 

〇永田  わかりました。そのような形で書き込みたいと思います。 

〇村山委員長  それでは、（21）番については、そういう形で生かすという方向で検討をお願いし

たいと思います。 

 （26）番も満田委員ですが、これについてはいかがでしょうか。これをこちらに回した特段の理

由がありますか。 
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〇渡辺（泰）  これは前回、全く議論されていませんでしたので、そのままコメントを残してあ

ります。 

〇村山委員長  満田委員、これについて、追加のコメントがありますか。 

〇満田委員  いや、特にないです。 

〇永田  こういう途上国で、たとえ短い数年の期間ではあっても、その期間の雇用による経済効

果は、特に住民等にとっては非常に大きな問題ですので、不適切とするところまではいかないの

ではないかと考えます。 

〇村山委員長  満田委員、いかがでしょうか。私自身も、不適切というにはどうかなという感じ

がします。再三出てきているように、正の効果については過大に、負の効果については過小に、

といったことがあるので、こういったご意見も出てくるのかなと思いますが、これだけ取り出し

てみると、あえて要求として出すには文字どおり不適切かなという感じがします。いかがですか。 

〇松本委員  担当の委員ではないので、具体的にこのケースで、とはいえないのですが、一般的

に、どのインフラ案件でもこのような効果がＦ／Ｓの中で出てくるわけです。例えば、それまで

農漁業に従事していた人たちが、短期間、いい収入が得られるからということでそちらに行って

しまう。その結果、今までの田畑が荒れ果てる。もっといえば、今までの田畑を使わないがため

に別の用途に回される。短期間の工事が終わった後、帰る場所がなくなるというケースもあるわ

けです。したがって、この雇用によって、そこに元来あった生計スタイルがどう変わって、それ

がその地域社会にどういうインパクトを与えるのかという洞察まで含むのであれば、これをプラ

スの効果として同時に書き加えることは正しいのではないかと思います。 

〇村山委員長  わかりました。満田委員もそういう趣旨でお書きになったということでしょうか。 

〇満田委員  そこまで深くは考えていませんでした。 

〇村山委員長  松本委員がおっしゃる点は、一般的な建設事業に関しても当てはまる部分がある

ように思いますので、そのあたりも含めて満田委員の方でお考えいただいて、それが要求になる

かどうかは別ですけれども、そういった表現を答申案の中で生かせればと思います。そんな形で

よろしいですか。 

〇満田委員  はい。 

〇村山委員長  （37）番については、先ほどご説明がありましたので、よろしいですね。 

〇満田委員  はい。 

〇村山委員長  それでは、ＡＣ．３－２については、そういう形で進めたいと思います。 

  今日、追加の答申案ということで、満田委員から出していただいているものがありますが、ご説

明いただけますか。 

〇満田委員  追加で出させていただいているものは、インテリムレポートの段階で議論があった、

マスタープランとフィージビリティースタディーを同一の開発調査で支援する場合の手続につい

て、検討する必要があるのではなかろうかといった指摘です。 

 バリ州の開発調査では、フェーズ２でマスタープラン策定支援が行われて、ご存じのとおり、優
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先事業として選ばれた事業のＦ／Ｓ及び環境影響評価の実施支援がフェーズ３において行われた

わけです。当初、カテゴリＢであったのですが、選定された優先事業の中にアユンダムが含まれ

ていたから、カテゴリＡに変更されたという経緯があります。 

  インテリム段階で議論になったのは、単体としてアユンダムが開調で扱われた場合と、マスタ

ープランとＦ／Ｓという一連の手続の中で扱われた場合を比べたときに、ＪＩＣＡとして意思決

定をする事前の検討が十分行われたかどうか、また、情報公開が十分に行われたかどうかという

ことを考えると、マスタープラン、Ｆ／Ｓの連続した手続の中で行われしまうと、実質上、そう

いった点は十分検討していないのではないか。バリ島の水資源開発はいろいろな側面があるわけ

で、その事業の記述が公開されるわけですが、当初、アユンダムは想定されていなかったので、

当然、公開された情報の中に記述もない。大きなダムという案件だということで、もう少し十分

な検討が行われてから支援を始めるべきであろう。ひょっとしたら、地元で情報をもっている人

が何かいってくる可能性もある。そういった手続が行われなかったのではないか。また、一つの

開調の中で行われますので、フェーズ３に移行する前に、事前にスケジュールなどが決まってい

るわけですね。ダム案件のＥＩＡは、一応５ヵ月程度確保されているわけですが、現場での調査

は時間が非常に限られてしまって、ＴＯＲ検討や人員計画なども、一から調査設計する場合に比

べて、かなり制約があったであろうと考えられます。 

  これはバリ州の開調に限った話ではなくて、今後のことも考えると、マスタープランとＦ／Ｓ

をセットで行う場合は、ＪＩＣＡとして、こういった問題に対処するための手続を検討する必要

があるのではなかろうかということで、審査会としてＪＩＣＡに、このような手続を検討するよ

うに要請すると。これは前回議論で、審査会の議論ベースでは議事録に似たような要請が残って

いるわけですが、バリ州の開調と絡めて、今後のことも踏まえて、要請しておいた方がいいので

はないかと思って、こういった答申案の追加を作成しました。 

  その次、「審査会としては、最低限、以下のような措置を行うべきであると考える。」というこ

とで、ここら辺は、私は余り自信がないのですが、少なくとも、選定され得る優先事業の中に、

カテゴリＡと分類される可能性のある事業が含まれている場合、つまり、アユンダムが最初から

何となく候補として挙がっていた場合は、カテゴリＡ案件として扱う。この場合、公開する情報

の中にそのような情報を含める。 

 また、選定を行った段階、つまり、フェーズ２が終わった段階でインテリムレポートなどを公開

する。 

  ３点目が一番自信がないところなのですが、優先事業のＦ／Ｓ作成支援、ＥＩＡ実施支援を行

う前にワンクッション置きまして、ＴＯＲ検討や人員計画を十分検討できるだけの、できれば新

しい契約にするぐらいの……。アユンダムのＥＩＡは、それぐらい大きな話ではなかろうかと私

は思っているのですが、そういった措置も検討するべきではなかろうかと思いました。 

〇村山委員長  ありがとうございました。今ご指摘いただいた点は一つの課題と私も考えており       

ます。ただし、答申として、こういった内容を加えるかどうかについてはいろいろご意見がある
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ような気もしますので、今の時点で委員の方々からご意見があればお出しいただきたいと思いま

す。 

〇田中（章）委員  今、村山さんは、こういう審査の仕組みに関する提案を一つ一つの答申に入

れるかどうかということをいわれたのですか。 

〇村山委員長  ええ、それに近い……。 

〇田中（章）委員  途上国の環境アセスメントの仕組みと、今回の、例えばドラフトファイナル

レポートなりＥＩＡの基礎調査なりはどういう位置づけにあって、我々が審査して、それがどの

ように使われるのかということを、１枚ペラでいいから、審査の前に明確にしてほしいというこ

とを前から申し上げているのですが、これも一つの事業に対する話ではなくて、審査の仕組みに

対する話だと思います。これは、こういう一回一回のところで気がついたときにちゃんと明文化

して、どこかに残していかないとわからなくなってしまうことなのかなと思いますので、書き方

は何か工夫して、当該案件とは関係ないけれども、審査会の委員の意見として、公式に記録に残

しておくようにお願いしたいと思います。 

〇村山委員長  ありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。 

〇松本委員  意見としては、今の田中（章）委員、あるいは満田委員と全く同じですが、代替案

検討から、なぜここまで時間にせかされながらアユンの議論をやるかといえば、満田委員の指摘

した部分が１つ大きいと思うわけです。また、このRecommendationの位置づけがわからないとい

うのは、バリ州の事業全体において、これがどういう位置にあって、我々がどこに立っているか

がわからないから、こういう質問が出てくるのだと思うのです。我々は、仕組みのための仕組み

づくりをしているわけではなくて、このようにやってもらわないと、我々は責任をもって審査で

きないということだと思います。私の結論は、田中（章）委員がいったことと同じですけれども、

個別案件と密接につながっていますので、個別案件の適切な審査につながるので、こういった満

田委員の意見、あるいは、今、田中（章）委員がおっしゃられた１枚紙の用意といったことを個

別案件の答申案の中に入れることは適切なのではないかと思います。 

〇村山委員長  ありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。 

〇渡辺（泰）  ペーパーの真ん中辺に１、２、３とありまして、ちょっとよくわからないところ

があります。 

  １番の一番最後の行の「（ＪＩＣＡとしての）意思決定に関する事前の検討が十分行われたとは

言い難い。」というのはなぜなのか、教えてください。 

  ２番目の「優先事業の具体的な情報が、十分に公開されていない。」というのはどういう意味で

しょうか。 

  ３番ですが、前回、満田委員からご指摘があったので、ＡＣ．３－２の「答申（案）」の７番の

頭書きに、「なお、インテリム・レポートの段階での諮問において、環境社会調査のＴＯＲが具体

的に提示され、これについての検討を深めることがより適切であったと考えられる。」ということ

を入れてあります。ですので、もしこれを答申案に加える場合には、７番との関係を整理する必
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要が出てくるかなと思います。 

〇村山委員長  ほかによろしいでしょうか。今のところ、この案について、含めない方がいいと

いう強いご意見は特にないようですので……。 

〇米田  私は、ここのグループ長をしております米田と申します。いつもお世話になっておりま

す。 

  マスタープランとＦ／Ｓの関連は、この１年間の作業の中で、いろいろな委員からお話をいた

だいております。それから、我々が審査している案件については、私も今、自分たちはどこに立

っているのかということがわかればそれにこしたことはないと思っています。 

  例えば、先ほども出ておりましたけれども、ファイナンスが決まっているのかということで、

これもなかなか決まっていないケースがある。本件でもそうです。ということで、ファイナンス

が決まっていない状態でどの位置に立っているのかをアイデンティファイしにくいところがあり

ます。 

  それから、これも仕組みの上なのですけれども、案件の採択がそういう形で行われている。も

ちろん、ＪＩＣＡではいろいろなコメントを出していると思うのですけれども、マスタープラン

とＦ／Ｓが分離されてしまうとまた後の要請を出さなければならない問題があります。マスター

プランができてからＦ／Ｓ、また次のが出るということになりますと時間がものすごくかかりま

す。ですから、そういう実務的な必要性もあるのではないかと個人的には想像しております。 

〇原嶋委員  今まで２年間で９つぐらいの諮問案件があったと思いますけれども、その中で、マ

スタープランとフィージビリティースタディーが合体したものは結構多かったですね。 

  １つ、ガイドラインの策定にかかわった方々にお聞きしたいのですけれども、現在のガイドラ

インは、開発調査をフィージビリティースタディーとマスタープランの２つのタイプに分けて記

述しているのですが、その議論の段階で、マスタープランプラスＦ／Ｓというタイプのものにつ

いて議論したことはあるのかどうかということを一度確認させていただきたいのです。 

〇村山委員長  私からお話しするのが適切かどうかわかりませんけれども、私がかかわっていた

改定委員会の中では、こういったケースに関する具体的なプロセスについては議論がなかったと

思います。マスタープランとＦ／Ｓはあくまで別である。それぞれに対して、どういう審査が適

切かという議論はあった。それに基づいてプロセスも検討されたわけです。 

  こういう案件が複数出てきていることも事実で、恐らく米田グループ長からお話があったとお

り、そういう形で事業が進んでいるということであれば、むしろそういった実態に合わせた審査

のやり方を考える必要があるということになると思うのですね。これについては、渡辺（泰）さ

んからご指摘いただいたように、こういった問題点が正確かどうかわかりませんけれども、プロ

セス自体に関して、審査の手続がまだ確定していないのも事実なので、ここについてはぜひ生か

した形で、諮問に意見として加えてはどうかなと私自身は思っています。ただ、これは、この案

件、個別の問題ではなくて、ほかの案件にもつながる話ですので、諮問に意見として加えた上で、

審査会としては、また別の形で意見を出していく必要があるかなと思っています。これについて
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は、また「その他」あたりで少しお話をしたいと思っています。では、一応一回締めさせていた

だきたいと思います。 

〇渡辺（泰）  少なくとも、答申の書き方としてはご検討をお願いしたいと思うのです。我々、

答申を受けとめる立場として、この文案のままでは受けとめようがないなと思っています。とい

いますのは、「審査会としては、最低限、以下のような措置を行うべき」と書かれている３点の中

の「優先事業の中にカテゴリＡと分類される可能性のある事業が含まれる場合」ということです

けれども、この案件の昨年の諮問のときにご説明しましたように、本案件は、特にアユンダムを

Ｆ／Ｓ対象事業として想定していたものではありませんでした。そういう意味ではカテゴリＢと

して始まっています。ということで、Ｆ／Ｓ対象事業がわかった段階で審査会に諮問させていた

だいたということになりますので、我々としては、この文章は何を言いたいのかわからないとい

う状況です。カテゴリＡと分類される事業が明確になった段階でカテゴリＡに変更させていただ

いています。 

  ２番目、レポートの公開ですけれども、ガイドラインで求めている情報は公開しています。ガ

イドラインで、インテリムレポート丸のままの公開を求めているわけではありません。そういう

意味では、ガイドライン以上のことをなぜ言われるのかよくわからないという状況です。 

  ３番目につきましては、今回の答申に当たって、いろいろご指摘いただいた事項はどうして出

てきたのかなということを考えると、昨年、インテリムレポートの段階で諮問のときに、環境社

会調査のＴＯＲについて、それほど具体的なＴＯＲをお示しせずに諮問したのかなという点の反

省はありますので、その点をＡＣ．３－２に既に入れております。実際には、調査期間はケース

・バイ・ケースになりますので、どれほどの検討を行えるかというのはケース・バイ・ケースの

判断になるかなと思っています。 

〇坂田  調査を実施した事業部の立場からなのですけれども、真ん中ぐらいに１、２、３と書い

てあって、１番で「事前の検討が十分行われたとは言い難い。」と。確かに不十分な点はあったか

とは思うのですけれども、契約の手続にのっとって手続を進めているところでありますので、こ

の書きぶりだとちょっと厳しいという気がします。先生のコメントですので、先生が決められる

ことだと思うのですけれども、ちょっとご配慮いただきたいと思います。 

 ２番目の「鑑みれば問題である。」といったところも、書きぶり等考える必要があるかなと思いま

す。 

〇村山委員長  私自身も、この満田委員の文面をそのまま生かすことは考えおりません。ただ、

趣旨は生かした形で、今のご意見を踏まえて、答申案の中に意見として加えたいなと思っており

ます。ということでよろしいでしょうか。 

〇松本委員  この議論はここでおしまいにしますか。それとも「その他」でまたやりますか。 

〇村山委員長  私自身は、この案件に限らない問題だと思っているのですが、ここで一回区切ら

せていただきたいと思います。よろしいですか。 

〇満田委員  表現ぶりについては不適切な点もあるかもしれないのですが、念のためにいってお
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きますと、この審査会として云々の３点の１点目は、アユンダムがどうのこうのという話ではな

くて、このカテゴリ分類についての手続が問題だというつもりは別にないのですね。アユンダム

が含まれた段階でカテゴリＡに変更されて、こちらに諮問されたということなので、それは適切

ではなかろうかと思うのです。ただ、これは例えでいっているのですが、アユンダムのような大

型インフラ、それのみでカテゴリＡに分類されるものが全く予期されないような開調だったらと

いうか、優先事業として候補に挙がっているような開調であれば、最初からカテゴリＡとすべき

であろうという趣旨です。 

 それから、審査会の議論……。 

〇村山委員長  満田委員、時間がかなり過ぎておりますので、今の議論はまた後でさせていただ

いてよろしいですか。 

〇満田委員  はい。 

〇村山委員長  それでは、第１議題のバリ州の水資源開発の調査については、議論が少し残って

しまいましたが、こういう形で進めさせていただきたいと思います。地球環境部の方には、和田

委員を含めて、また少し議論していただくことをお願いすることになりましたけれども、ぜひよ

ろしくお願いしたいと思います。 

  それでは、休憩を５分弱入れさせていただいて、「その他」に移らせていただきたいと思います。

どうもありがとうございました。 

 

     （暫時休憩） 

 

〇村山委員長  それでは、まだお戻りでない委員がいらっしゃるようですが、再開させていただ

きたいと思います。 

  「その他」の前に、「次回以降の審査会の開催」ということで、次回が５月22日、その次が６月

12日という予定になっております。これについてはよろしいですね。 

 「その他」として、まず、議題を整理しておきたいと思いますが、１つは事務局からということ

で、項目だけご紹介ください。 

〇渡辺（泰）  「カンボジア国第二メコン架橋建設計画調査」の答申について、ご相談させてい

ただきたいと思います。 

〇村山委員長  というのが１つあります。 

  それから、私の方で考えていたのは、私が復帰する前、川村委員からご提案があった年次報告

書の扱いで、この中で今期の委員会のまとめのようなものを書いてはどうかというお話があった

と思います。これについて、松本委員からもご意見がありましたけれども、この扱いについて、

少しお話をさせていただきたいというのがあります。 

  そのほかの委員の方々から、何かご議論をお願いしたい項目がありますでしょうか。よろしい

ですか。 
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 それでは、この２件についてやりたいと思います。まず、事務局からご紹介ください。 

〇渡辺（泰）  資料が間に合わなかったので、兵庫の委員の方、申しわけないですが、画面をご

らんいただきたいと思います。 

  第二メコン架橋の答申の案について、既に委員の間でご議論いただいて、まとまったところな

のですが、１点、記述の追加をお願いしたいところがございます。15番、「国道１号線の経験の記

載について」という項目ですけれども、「住民移転に関して、国道一号線の経験についても記述す

ること。その際、以下の諸点が指摘されていることに留意すること。」というのがオリジナルなの

ですが、「以下の諸点が」の前に、「ＡＤＢが融資した国道１号線（Ｃ２区間）の改修事業では」

という文言の追加をお願いしたいということでございます。事情としては、カンボジアの国道１

号線は、ＡＤＢの協力区間、無償資金協力区間がございますので、誤解を受けないようにさせて

いただきたいということでございます。 

  16番、「Resettlement Action Planにおける補償額の設定について」という答申がございます。

これにつきましては、答申の文案をどうこうというのはないのですけれども、ここの扱いについ

て、ＪＩＣＡとして、このままにはできないなと考えておるところでございまして、答申案検討

の段階で、コメントを作成された満田委員にはお話をしたのですが、ほかの委員にご説明してお

りませんでしたので、この場を借りて、お話をさせていただきたいと思います。 

  答申の文章は、みていただければ……。文章そのものは繰り返しませんけれども、最終報告書

には答申を直接反映していないという点であります。カンボジアでNational Resettlement 

PolicyというPolicyが検討中の段階ということと、この第二メコン架橋につきましては、まだ財

源が決まっておりません。財源が確保された上で事業化が確定されることを考えますと、

Resettlement Action Planにおいて補償額をこうすべき、あるいはＤＭＳの段階でこういう調査

をすべきといった記載をすることは適当ではないと考えております。 

  もう一点、第１回の審査会のときに、交通需要量の調査につきまして、カンボジア事務所から

レポートと合わない発言がございましたので、レポートでこうしているという点を説明させてい

ただきたいと思います。 

〇比嘉   比嘉からご報告させていただきます。 

  今、渡辺チーム長からもお話があったように、前々回の審査会の答申案の協議の後で、「本案件

の事業化に際しては、交通需要予測の精度を勘案した上で、実施主体者である公共事業運輸省が

今後数年間の交通量モニタリングを実施し、その結果を踏まえて、プロジェクトの適切な着工時

期について検討する必要がある。」ということを、もともと、そういう内容のことはドラフトファ

イナルにも記載されておりましたけれども、今回の答申において、あえて強調するということで

ない、答申文に加えました。その結果といいますか、報告なのですけれども、最終報告書におき

ましてもこのとおりの文言で記述されておりますし、本文のみならず、エグゼクティブサマリー

の中でもはっきりとそのように書いております。また、我々としてもそういう認識であります。 

〇村山委員長  ありがとうございました。今の点で、答申の文案について、こういう形でいいか
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どうかということですが、いかがでしょうか。よろしいですか。満田委員、よろしいですか。 

〇満田委員  １点目の文案について、私としては別に異議はないです。 

 ２点目のこれは、けさ、電話で渡辺（泰）さんとも議論させていただいたのですが、要は、まだ

確定している事業ではないから、こういったRecommendationはできないということなのでしょう

か。カンボジアがNational Resettlement Policyなるものを策定中であって、補償価格は、再取

得価格が反映されたものになる見込みがあることはご説明いただいたわけですが、見込みをもっ

てするだけではなくて、この案件としても、こういった Recommendをすることは不適切とは必ず

しも思っておりませんで、リプレースメントコストといいますか、ＪＩＣＡのガイドラインに則

して、移転住民が移転前の生活を維持するためには、市場価格調査は非常に重要な調査だと思わ

れるわけですね。その市場価格調査を踏まえた上で補償価格とすべきというのは当たり前過ぎる

ほど当たり前の勧告だと思うのですが、なぜそこまでＪＩＣＡさんが嫌がるのかなというのがむ

しろ不思議なのです。 

  もう一つは、もうちょっとポジティブなご提案なのですが、ＪＩＣＡさんとして、いろいろな

案件の蓄積をおもちですし、特に、ガイドライン策定後、蓄積も出てきたところなので、移転住

民の移転後の生活レベルの維持とか、その他の住民移転に関するかなり漠然としたガイドライン

を達成するためには、過去の案件を踏まえた実施のための細則みたいなものをつくられたらどう

ですかということを電話口でご提案したのですが、改めて、ぜひご検討いただきたいと思います。 

〇渡辺（泰）  まず、答申についての今のコメントにつきましては、今申し上げましたように、

再取得価格がカンボジアのPolicyとして検討されているわけですが、第二メコン架橋の事業化の

段階でPolicyが決まっていれば、そのPolicyに基づいて補償額算定が行われることになるだろう。

もしその段階でまとまっていなければ、どうするかをまた考えることになると思います。という

ことで、今の段階で先取り的に、どういうやり方で、ということまでは書けないだろうというこ

とでございます。 

  ２番目のご提案につきましては、やり方はまた考えたいと思いますけれども、どういうことが       

できるかを検討したいと思っています。 

〇松本委員  最初の点ですけれども、私も、満田委員と同じように、このRecommendationにどう

してそこまでセンシティブになるのかがよくわからない。ＪＩＣＡのガイドラインに従えば、少

なくとも最初の３行は、ガイドラインを繰り返しているようなところがあると私は思うわけです

けれども、それを要求として入れていくということで、なぜそこまでそこにこだわるのかがわか

らない。 

  もう少し教えていただきたいのは、最初の３行に対してのこだわりなのか、それとも、その３

行のことを実施するために、方法として市場での調査をうたっているその後の６行部分について

気にしているのか、そのあたりについて、もしお考えがあるのなら伺いたいのです。 

〇渡辺（泰）  最初の３行、後ろの方、どちらにも特段こだわりはありません。Resettlement 

Action Policyが決まっていない。Policyは、最初の３行にも後ろの方にも係るものだと思ってい
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ます。 

〇松本委員  基本的に、ＪＩＣＡのガイドラインは、援助する側、つまり日本の税金の使い道と

して、こういう事業には支援しましょう、こういう事業は、相手国がみずからの主権において進

めるのはもちろん否定はしませんが、日本の税金を使って支援するプロジェクトではありません

という意味では、相手国のPolicyに我々が介入するのではなく、ＪＩＣＡとして、こういう事業

が望ましいと考えているという表明だと私は思うのです。それを、相手国の政策ができていない

ので、ＪＩＣＡとして、これは Recommendできないというのはむしろ及び腰であり、もともとの

ガイドラインの趣旨に反するように私は思うのです。 

〇村山委員長  何かコメントがありますか。 

 私、議論がみえないところが若干あって、これのどこが問題なのかよくわからないというのが正

直なところなのですけれども、どうしましょうか。あくまで審査会の答申なので、これを受ける

受けないはまた別の話だと私は理解しているのですけれども、そういった理解の上でも、この要

求に関する項目については異論があるということでしょうか。 

〇渡辺（泰）  答申を受けないと申し上げているわけではなくて、答申そのままファイナルレポ

ートに記載する形にはなりませんということだけ申し上げております。答申は答申として尊重さ

せていただきたいと考えています。ですから、その補足の説明をさせていただいたというだけで

す。 

〇村山委員長  わかりました。こういう要求があったけれども、それをレポートの中に含めるこ

とはできないという……。 

〇渡辺（泰）  このままですね。 

〇村山委員長  ということです。そうしますと、そういう報告を受けたということですね。それ

に関しては別の意見があったとしても、答申そのものの意見ということではないと思います。よ

ろしいですか。 

  関連して、もしご意見があればお願いしたいと思います。 

 15に関しては、下線部を追加するということでよろしいですね。 

〇満田委員  はい。 

〇村山委員長  それでは、第二メコンの架橋建設計画については、こういった形で進めさせてい

ただきます。 

  ２件目は、３月だったと思いますが、川村委員から、今期、第１期の委員会がこの８月で区切

りがつくということで、あと４ヵ月なのですが、第１期が終わるに当たって、審査会として、次

の審査会に引き継ぐようなものを出してはどうか、これは年次報告書の中で出せればいいという

ことがありました。ただ、年次報告に関しては、既に事務局で作成いただいて、これが認められ

ていると思いますので、別の形でそういうことが検討されていくという手段があるかもしれない

と思っているのですけれども、この点について、委員の方々のご意見を伺いたいと思っています。

もし進める必要ありということであれば具体的に手段を考えたいと思いますし、もし必要ないと
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いうことであれば、あえてそこまでやる必要はないなと思っています。いかがでしょうか。 

〇松本委員  ぜひやった方がいいと思いますし、方法としては、小委員会のようなものをつくっ

て、それぞれの委員から意見を聴取しながらたたき台をつくり、この場で議論していくといった

形をとるのがいいのではないかと思います。 

〇村山委員長  ほかにはいかがでしょうか。 

〇原嶋委員  小委員会という形で、また特定の方が、ということは必要かもしれないけれども、

この委員以外の方でも関心のある方がいらっしゃると思うので、まあ、会議を開けばいいという

ことではないのですが、何かそういう場をつくって、いろいろな意見を聞く機会は必ず設けてい

ただきたいと思います。 

〇濱崎委員  きょうのバリの議論でもあったのですが、ある特定の案件ではなくて、ガイドライ

ン、この審査会の進め方、ＪＩＣＡのプロジェクトと環境社会配慮の審査会との関係とかいろい

ろ課題も出てきているかと思うのですね。課題だけではなくて、よい点も含めて、個々の委員が

思っていることをどこかで集約してまとめていけたらいいかなと思っております。進めることに

賛成しております。 

〇渡辺（泰）  審査会でいろいろ出していただいた意見なり提案を受けとめる、ないしは次の期

以降の委員に伝えていく立場から申し上げると、それぞれの委員からご意見・ご提案をいただく

のは結構なのですけれども、必ずしもまとめは必要ないのではないかなと思っています。それぞ

れの委員から、意味がわからないところをわかるようにしていただくといったことはあるかもし

れないのですけれども、審査会で答申なり報告書のようにまとめていただく作業は特になくても、

それぞれの委員のコメントがわかるようになっていれば十分かなと思っています。審査会の場で

議論する必要があるのかというところがよくわからないです。 

〇村山委員長  という事務局からのご意見もあるということですね。いかがでしょうか。 

〇松本委員  先ほど原嶋さんがおっしゃったように、やはり議論してつくっていく。個人個人が

思っていることを書いて出す以上に、それはいろいろ違うレベルのものもあるでしょうし、議論

を深めていくと非常に重要なポイントに行き着くこともあるでしょうし、受け取る側も、みんな

で議論して、こういうところに重きを置いているといったことをわかった方が真剣度も違います

し、もちろん、それを公開していくことは、我々の審査会としても重要だと思いますので、そう

いう意味では、やり方は工夫が必要かもしれませんが、個々人がＪＩＣＡの事務局に意見を書い

ておしまいというよりは、もう少し議論するプロセス、それを集約して重みづけをしていくよう

なプロセスもあっていいと私は思います。 

〇村山委員長  そのほか、特につくる必要はないとか、つくるとしても個々人の意見で構わない

といったご意見がありますでしょうか。 

〇米田  一言、私のコメントでございますけれども、意見を集約することも、そのために時間を

割いて集まったり、また、小委員会をつくるということになりますと、それなりの作業になるか

と思うのですね。そうすると、予算の問題とかいろいろございます。何よりも、今、案件が非常
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に多くて、審査会で議論することが相当多いという状況が続いております。それに加えて、さら

なるそういう作業ということになってくると、なかなかきついのではないかといういつものこと

を私は考えております。ですから、先ほど渡辺（泰）が申し上げましたように、そういう意見を

残しておく、次の審査委員の方に、こういうのはどうかとアドバイスをしていくという形で、で

きるだけ簡易にやっていくのがいいのかなと個人的には思っております。積極的でないととられ

ると私はちょっと困るのですけれども、１年、２年の活動をしてきたことはそれなりに大変なこ

とで、私は重要なことだと思っています。ただ、現実の状況をみますと、実務的に進めることは

なかなか大変ということを申し上げたいのです。 

〇原嶋委員  作業の問題があるので、それは十分考慮する必要があるのですが、我々が、ガイド

ラインが問題だとか、気づいた点を申し上げることは簡単なのですけれども、それ以上に、極端

なことをいえば、我々がやっていることがレビューされることが必要だと思うのですね。作業の

負担を考えなければいけないので、やり方はあると思いますけれども、大事なのは、この審査会

が２年間やってきたことがほかの方からレビューされるという面をかなりちゃんとしておくとい

うことで、我々が、ここはおかしい、おかしいと言いっ放しでおしまというのではちょっと足り

ないと私は思っています。 

〇村山委員長  ほかによろしいでしょうか。 

 それでは、事務局から、時間的な心配、あるいは他の案件に関する労力との関係をご指摘いただ

きましたが、委員の方々からは、比較的積極的なご意見が多いと感じますので、きょうの時点で

は、集約した形で文章としてまとめるという方向で検討を進めてはどうかなと思います。ただ、

それがメインになっては本末転倒ですし、その作業のために審査会以外の時間を使っていただく

必要が出てくるかもしれませんが、そういったことも含めて、具体的な検討を進めたいなと思っ

ています。ただ、米田グループ長のご指摘のように、審査会の中でそういった議論がどこまでで

きるか、時間的な余裕はわかりませんので、時間に少し余裕がある時点で、８月までですけれど

も、議論を進めていきたいと思っています。また、具体的に何かコメント・ご意見、特に進め方

についてありましたら、メールででもお回しいただきたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

 それでは、今日はこれぐらいで、特にほかにないかと思いますが、何かございますでしょうか。 

〇松本委員  先ほどペンディングになっていましたマスタープラン、Ｆ／Ｓのところで１点だけ、

記録されている場で伺っておきたいのですが、現在、マスタープランのカテゴリ分類はどのよう

にやられているのかということについて教えてください。 

〇渡辺（泰） 現状では、要請段階でカテゴリ分類を行っているわけですけれども、要請段階では、

１つは、Ｆ／Ｓ対象プロジェクトが明確にされている場合、Ｆ／Ｓ対象プロジェクトをベースに

カテゴリ分類を行います。 

 Ｆ／Ｓ対象プロジェクトが示されていない場合、基本的には、何らかの格好でプロジェクトを想

定して、カテゴリ分類を行うことになるわけですけれども、１つは、カテゴリ分類が明らかにＡ
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の場合、例えば高速道路のマスタープランプラスＦ／Ｓといった場合はＡにする。明らかにＣの

場合、例えばプライマリーヘルスケアの普及のためのＡＡ調査といったものがあればＣにする。

それ以外はＢにしているといった形でしょうか。事前調査以降の段階でさらに情報が出てくれば、

その段階でまた見直すということになります。 

〇松本委員  そうすると、ガイドライン上は、幾つかのプロセスでカテゴリ分類の見直しという

ことがあるわけですけれども、個別の対象プロジェクトが明確になってきた段階、それはインテ

リムの段階もあり得るわけですが、その段階でカテゴリ分類を見直して、Ａになる、Ｂになる、

Ｃになるという変更はそれぞれ行っているということでよろしいのでしょうか。 

〇渡辺（泰） そのとおりです。 

〇村山委員長  ほかにいかがですか。よろしいですか。 

 それでは、このあたりで審査会を終了したいと思います。どうもありがとうございました。 

 

                                                                  ──了── 

 

 


